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【説明内容】

１ 包括委託契約の解除について

２ 現場の維持管理について

３ 事業の中断による影響への対応について

４ その他
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１ 包括委託契約の解除について

大量の地中障害物の発出等により事業の推進が困難となったことから、令和元年６月５日に工事の
施工及び調査設計業務を一時中止しましたが、受注者より本件契約書の（※）工事編第４９条（調
査設計編第４４条）第１項第２号により令和２年３月３１日をもって、本件契約が解除されました。

《解除理由》
◆事業の一時中止期間が更に2年以上延長されることへの対応が出来ない。

（１）契約の解除

委託の名称 「相模原都市計画事業 麻溝台・新磯野第一整備地区
土地区画整理事業の工事等に関する業務の包括委託」

契約金額 ７，５６０，０００，０００円（税込）
工期 平成２８年３月２４日 ～ 平成３５年（令和５年）３月３１日
受託者 清水建設株式会社横浜支店

※工事編第49条（調査設計編第44条）第1項第2号（要約）
工事の施工の中止期間が6ヶ月を超えたとき、受注者はこの契約を解除することができる。
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（２）受託者との協議状況
契約業務の一時中止及び解除に伴い、本事業で要した費用
《協議事項》

③令和2年3月31日の契約解除に伴う現場引渡し等費用
◆現場管理施設の引継ぎ等に関する調整

②令和元年6月5日から令和2年3月31日（包括委託契約の解除）
までの一時中止期間中に要した現場管理費
◆一時中止期間中の現場管理費用の確認

①令和元年6月5日（工事の施工及び調査設計業務の一時中止）
までの工事等 実績に係る費用
◆清水建設から提出された調査土工や調査設計等の出来高の確認
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２ 現場の維持管理について
令和２年４月以降、市職員が午前及び午後の現地パトロールを実施するなど、現場
環境の保全や安全を確保するための維持管理業務を行っています。
《主な内容》
・安全柵（防塵ネット等）の維持管理
・カーブミラーなど交差点の見通し確保や安全啓発施設の維持管理
・除草業務に係る現地確認及び対応
・不法投棄物の確認及び撤去等の対応
・豪雨や台風への備え など

風で剥がれた防塵ネット 不法投棄されていた冷蔵庫

お気づきの点等がございましたら、当事務所までご連絡ください。
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４ その他
本事業に関する住民監査請求書が７月１６日に提出されました。

３ 事業の中断による影響への対応について
○固定資産税・都市計画税の負担の軽減について

○事業の中断による影響への対応について

・軽減を図る方策等を検討するため、法律上の整理や事例の調査を行っています。

・事業が中断したことにより生じる事業上の損失等について、確認を行っています。


